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【様式２】                            

規制の事前評価書（簡素化） 

 

法律又は政令の名称：卸売市場法                        

規 制 の 名 称：卸売市場の開設及び卸売市場における取引に関する規制    

規 制 の 区 分：新設、改正（拡充、緩和）、廃止 ※いずれかに○印を付す。 

  担 当 部 局：農林水産省 食料産業局 食品流通課            

  評 価 実 施 時 期：平成 30年３月                       

 

 

１ 簡素化した規制の事前評価の該当要件 

① 簡素化した規制の事前評価の該当要件 

該当要件：ⅱ   

※ 以下の表１を確認の上、該当する要件の番号を記載すること。 

 

表１：簡素化した規制の事前評価の該当要件 

番号 該当要件 

ⅰ 
規制の導入に伴い発生する費用が少額 

遵守費用が年間 10億円（※）未満と推計されるもの。 

※ 設備投資に関しては、一定の設備投資を伴う規制の場合は、初年度を中心とした設備投資

額の総額を対象とする。また、初期の設備投資を必要としない規制の場合は、10年間程度の

設備の維持管理費用の総額を目安とする。 

● 「３. 直接的な費用の把握」④において、金銭価値化した遵守費用を記載すること。 

ⅱ 
規制緩和措置であり、副次的な影響が無視できるもの 

・ 副次的な影響が十分に小さいことが予想されるもの。  

・ 副次的な影響を小さくするための行政による監視措置が十分に考慮されているも

の。ただし、行政費用が大きく増加することが予想される場合は、簡素化した評価の

中で、行政費用は可能な限り定量化して推計することが望まれる。 

● 「４．副次的な影響及び波及的な影響の把握」⑥において、副次的な影響（社会に

対する負の影響）が小さいことを記載すること。 

ⅲ 
国際条約批准に伴う規制であって裁量余地のないもの 

国際条約の批准に伴い、我が国において履行するため導入することとした規制であっ

て、批准国として裁量の余地がなく機械的に整備するものであるもの。 

● 「２.規制の目的、内容及び必要性」③において裁量余地がないこと及び「３. 直

接的な費用の把握」④において金銭価値化した遵守費用の推計を記載すること。 
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ⅳ 
国内法に基づく下位法令により導入される規制であって裁量余地のないもの 

我が国の法律により規制を導入されることが決定されているものの、具体的要件につ

いては政令に委任されていることに伴い導入される規制であって、裁量の余地がなく機

械的に整備するものであるもの。 

● 「２. 規制の目的、内容及び必要性」③において裁量余地がないこと及び「３. 直

接的な費用の把握」④において金銭価値化した遵守費用の推計を記載すること 

ⅴ 
科学的知見に基づき導入される規制であって、行政裁量の余地がないもの 

研究者等専門家の知見や実証実験結果といった科学的知見を根拠に導入される規制

であって、その内容、度合い等について行政の裁量余地がないもの。 

ただし、規制の導入により副次的な影響（重要な効果（便益）の喪失、重要な行動変

容（代替）等）（※）が発生する可能性があるものについては適用しない。 

※ 例えば、ある物質を規制することで、これまで医療用途など有益な用途に使っていたものが

使えなくなる、代替された別物質がまた異なる影響を及ぼす可能性が高いなどが想定される。 

● 「２. 規制の目的、内容及び必要性」③において科学的知見の根拠並びに裁量余地

がないこと及び「４．副次的な影響及び波及的な影響の把握」⑥において副次的な影

響（重要な効果（便益）の喪失、重要な行動変容（代替）等）がないことを記載する

こと。 

ⅵ 
何らかの理由により緊急時に導入することとされたもの 

事前評価に時間を割けない合理的理由がある場合に、避難的措置として、簡素化した

評価を実施し、最低限の説明責任を果たすもの。ただし、一定期間（3 か月～半年程度

経過）後に、本来行われるべき事前評価を行うものとする。 

● 「２．規制の目的、内容及び必要性」③において、緊急的に導入する理由を記載す

ること。 

ⅶ 
規制を導入する時点では、規制の対象・範囲が予測又は特定できないもの 

・ 災害発生時に発動される規制のように、事態発生を想定して事前に導入する規制の

場合、これは、発生しない限りはその適用度合い等が予測できず、十全の事前評価を

行うことに限界があるもの。 

・ 消費者や商取引者の保護のため、適切な商取引を確保することを意図した規制のよ

うに、規制の導入の際にあらかじめ違法又は脱法による商取引を行っている者の総数

等を把握することが困難なもの。 

● 「２．規制の目的、内容及び必要性」③において、規制の対象・範囲が予測又は特

定できない理由を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

２ 規制の目的、内容及び必要性 

② 規制を実施しない場合の将来予測（ベースライン） 

 

〇 卸売市場の規制に関するベースライン 

食品流通においては、卸売市場を通じた流通のほか、インターネット通販、産地直売等の増加

等により流通の多様化が進展。 

卸売市場は依然として食品流通の中核だが、卸売市場を除く食品流通には基本的に規制はない

中で、卸売市場にのみ様々な規制が課されており、創意工夫を活かした取組の妨げとなる場合も

ある。 

近年、卸売市場のシェアは低下傾向。 

 

 １中央卸売市場当たりの取扱金額：H8年度 708億円→H28年度 695億円 

（農林水産省食料産業局食品流通課調べ） 

 

 

 

③ 課題、課題発生の原因、課題解決手段の検討（新設にあっては、非規制手段との比

較により規制手段を選択することの妥当性）） 

【課題及びその発生原因】 

これまでの食品流通の中で卸売市場が果たしてきた集荷・分荷、価格形成、代金決済等の調整

機能は重要。これについては、卸売業者、仲卸業者等の役割・機能が発揮され、今後も食品流通

の核として堅持するべき。 

 一方で、農業等の生産者の所得を向上させるとともに、消費者ニーズに的確に応えていくた

めには、卸売市場を含めて、新たな需要の開拓や付加価値の向上につながる食品流通構造を確立

していくことが重要。 

このような観点から、卸売市場を含めた食品流通の合理化と生鮮食料品等の公正な取引環境の

確保を促進し、生産者・消費者双方のメリット向上のための食品流通構造を実現。 

 

【課題解決手段】 

〇許認可制から認定制への見直し 

 卸売市場に関して、生鮮食料品等の公正な取引の場として、国が方針を提示。 

公正・透明を旨とする①から⑥の共通の取引ルールを遵守し、公正・安定的に業務運営を行え

る、高い公共性を有する卸売市場を国又は都道府県が認定、公表、指導・検査監督。 

一定水準以上の規模を有する卸売市場は「中央卸売市場」として国が認定。それ以外は「地方

卸売市場」として都道府県が認定。 

 

〇規制の緩和、規制から認定要件への見直し 

①から⑥以外の国による一律の規制等は行わず、今後は、販路拡大といった生産者ニーズも踏



4 

 

まえ、各市場の実態に応じて創意工夫を活かした取組等により、卸売市場を活性化。 

① 売買取引の方法の公表 

公正・効率的な取引が行われるよう、せり売、入札、相対取引といった「売買取引の方法」

を定め、公表。 

② 差別的取扱いの禁止 

集荷面で全ての生産者が公平に扱われ、分荷面でも全ての仲卸業者・売買参加者が公平に扱

われるよう、「差別的取扱い」を禁止。 

③ 受託拒否の禁止 

生産者にとって確実な出荷先を確保できるよう、中央卸売市場については、生産者から販売

委託の申込みがあった場合に、正当な理由がある場合を除き、卸売業者による「受託拒否」を

禁止。 

④ 代金決済ルールの策定・公表 

生産者が出荷した農産物の代金が早期かつ確実に回収されるよう、「代金決済ルール」を定

め、これを公表。 

⑤ 取引条件の公表 

卸売市場における取引の透明性を高めるよう、「取引条件（委託手数料、各種奨励金、実務

的ルール等）」を公表。 

⑥ 取引結果の公表 

卸売市場における取引の透明性を高めるよう、「取引結果（数量・価格、委託手数料・各種

奨励金等）」を公表。 

⑦ その他の取引ルールの公表 

その他の取引ルール（第三者販売の原則禁止、直荷引きの原則禁止、商物一致の原則等に

ついてのルール）については、卸売市場の調整機能維持に十分配慮しつつ、卸売市場の活性

化に資する視点に立ち、卸売市場ごとに、特定の事業者の優遇にならない等、①から⑥まで

の共通ルールに反しない範囲において、定めることが可能。 

その際、卸売業者、仲卸業者等の関係者の意見を聴くなど公正な手続を踏むとともに、卸

売市場における取引の透明性を高めるよう、当該「取引ルール」は公表。 

 

 

３ 直接的な費用の把握 

④ 「遵守費用」は金銭価値化（少なくとも定量化は必須） 

認定を受けようとする卸売市場は、認定申請が必要となるものの、これまでも許認可の申請が

必要であり、また、これまでの一律の規制を緩和するものであることから、遵守費用は増加しな

い。 

⑤ 規制緩和の場合、モニタリングの必要性など、「行政費用」の増加の可能性に留意 

 

 改正後においては、卸売市場に対し農林水産大臣又は都道府県知事が指導・検査監督を行うこ

ととしているが、これまでも同様の指導・検査監督は行っており、規制緩和に伴い付随的に増加
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する行政費用はない。 

 

 

４ 副次的な影響及び波及的な影響の把握 

⑥ 当該規制による負の影響も含めた「副次的な影響及び波及的な影響」を把握するこ

とが必要 

規制緩和に伴い、これまで法律で一律に規制してきた第三者販売の原則禁止等については、卸

売市場の調整機能維持に十分配慮しつつ、卸売市場の活性化に資する視点に立ち、卸売市場の実

態に合わせて、卸売市場ごとに定めることを可能としているため、副次的な負の影響は生じない。 

 

 

５ その他の関連事項 

⑦ 評価の活用状況等の明記 

 

該当なし。 

 

６ 事後評価の実施時期等 

⑧ 事後評価の実施時期の明記 

 

 生産、流通、消費の動向・実態を踏まえ、新たな制度の施行後５年を目途に検証し、必要な見

直しを実施。 

 

⑨ 事後評価の際、費用及び間接的な影響を把握するための指標等をあらかじめ明確に

する。 

１中央卸売市場当たりの取扱金額により効果を把握。 

  


